
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
擁 しくはこれを構成するブロック（４）に貫設される水抜孔（１′）の構造であって
、共通せる１個の排出孔（１ａ′）に対して２個の挿通孔（１ｂ′）が連設されるべく、
その各軸線（Ｘ）を表面（６）側で交差させてく字形に形成することを特徴とする水抜孔
の構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水抜孔の構造に関し、より詳しくは、土留め用の構造物たる擁壁やブロック類
に貫設されて、その裏面側にある背面土の含水を表面側に排水するための水抜孔の構造に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の水抜孔の構造としては、擁壁やブロック類の裏面から表面へわたり流水断面（通常
、円形）が一定な孔を一方に向けて斜降状に貫設したものが知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の従来の構造では 面側へ向け排水勾配を付すべき仕様から一方向
に向けて斜降する水抜孔の上下関係が拘束され、特に水抜孔を予め貫設してなるブロック
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壁若

、表



類にあっては の天地を反転使用する際の対応策として、斜降方向が異なる二種の水抜
ブロックを要して品種が多様化するという問題点があった。
本発明は、上記の従来の問題点に鑑みてなされたもので 抜パイプの挿通方向が二方向
に設定されてなる水抜孔の構造を提供することを課題とする

０００ 】

、本発明に係る水抜孔の構造は、請求項 記載の如く、擁 し
くはこれを構成するブロック４に貫設される水抜孔１′の構造であって、共通せる１個の
排出孔１ａ′に対して２個の挿通孔１ｂ′が連設されるべく、その各軸線Ｘを表面６側で
交差させてく字形に形成することを特徴とする。
上記構成からなる水抜孔の構造にあっては、表面６側にある１個の排出孔１ａ′に対し、
裏面７側の上下対称位置に２個の挿通孔１ｂ′を具備した水抜孔１′が構成されるために
、特に、その天地を反転して使用するブロックに実施することで、当該ブロックが何れの
方向で使用されても、く字形をなす各軸線Ｘの何れか一方が表面６側へ向け斜降状を呈す
ることとなるから、反転使用に伴う特異性（排出孔１ａ′が上向く現象）が払拭されて、
１の水抜ブロックで二方向に兼用することができる。即ち、１の水抜孔１′により斜降方
向が異なる二種の水抜パイプＰに対応可能となってその多様性が向上するのである

０００ 】

本発明の 実施形態に係る水抜孔の構造 、当該水抜孔１
′の構造は、特にその天地が反転使用されて擁壁を構成する所謂積み用のブロック４に採
用するものであり、更に詳しくは図 （イ）乃至（ハ）に示すように、ブロック４の必要
個所にあって、周壁面２を裏面７側から表面６側へ向け漸縮状となす２個の略円筒状の孔
が、その各軸線Ｘを表面６側で交差させたく字形で上下対称状に配されることで、表面６
側に形成される１個の排出孔１ａ′を共用して、裏面７側の上下対称位置に２個の挿通孔
１ｂ′が現出してなるものである。
而して、その使用にあっては同図（ニ）に示す如く、ブロック４の天地を反転させたとし
ても、そのく字形に交差してなる各軸線Ｘの何れか一方に倣う周壁面２が表面６側へ向け
斜降状を呈し、該表面６側へ斜降せる周壁面２に沿って水抜パイプＰを嵌挿せしめれば、
排出孔１ａ′が上向くというブロック４の反転使用に伴う特異性が払拭されるために、当
該水抜孔１′により斜降方向が異なる二種類の水抜パイプに対応できて、水抜孔を具備し
たブロック４の天地反転使用を可能となすものである。
ここで、く字形をなす各軸線Ｘに倣う周壁面２は、裏面７側から表面６側へ向け一律に漸
縮してなるが、該周壁面２は同図（ホ）に例示するように、その径が表面６側へ向け段階
的に縮径すべく、複数の周壁面２ａ、２ｂ及び２ｃを屈折せしめて連設形成することもで
き、 １

又、図 （イ） に示すように、上述せる水抜
孔１′が縦方向に半截されることで得られた水抜孔１１′を、その面板４ａが正方形に形
成されたブロック４′の一方の合端面４ｃにのみ設けることも可能で、かかる水抜孔１１
′によれば一種のブロック４′の天地を反転させることにより、面板４ａが長方形に形成
され 型のブロック４の左右の合端面４ｃに設けられた 水抜孔１１と連結
して、表面６側へ斜降状をなす略円筒形状の水抜孔１を各合端面４ｃ間に形成することが
できる。

【００ 】
尚、上記各実施形態における水抜孔の構造はその一例を示し、
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、そ

、水
。

【 ４
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため １ 壁若

。
【 ５
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参酌しつつ説明する。
図１（イ）乃至（ニ）は、 一 を示し

１

この場合には孔内に２個所の屈折部ａ，ａ が形成されるために外径が異なる複数の
水抜きパイプに対応可能となり、 ２ 乃至（ハ）

た大 略半筒形状の

尚、上記大型のブロック４に設けられた水抜孔１１は、例えば図２（ニ）及び（ホ）に示
すように、その軸線Ｘが裏面７側から表面６側へ斜降状をなし、その孔径が表面６側へ向
け段階的に縮径すべく、複数の周壁面２ａ、２ｂ及び２ｃを屈折せしめて連設形成され、
又、ブロック４、４′の面板４ａの背後には控体４ｂが突設されている。

０６
該水抜孔は擁壁の必要個所



該水抜孔の大きさ、形状及び擁 はブロック４への傾斜角
度等は、上記各実施形態に係るものに限定されず、自由に変更可能である。
又、水抜孔を構成する屈折せる周壁面２の態様も に示すもの
に限定され 内腔断面を円形以外の形状となすこともできるもので、かかる周壁面
２の態様は、本発明の意図する範囲内で任意に設計変更可能である。
更に、本発明に係 抜孔の構造を採用する擁壁及びブロック類の形態も自由であり、所
望擁壁及びブロック類の任意の位置に必要数採用すればよく、上記のものに限定されるも
のではない

００ 】

発明に係る水抜孔の構造は、擁壁若しくはこれを構成するブロックに貫設される水抜孔
を、共通せる１個の排出孔に対して２個の挿通孔が連設されるべく、その各軸線を表面側
で交差させてく字形に形成することで、特に、その天地を反転して使用するブロックに実
施すると、当該ブロックが何れの方向で使用されても、く字形をなす各軸線の何れか一方
が表面側へ向け斜降状を呈し、排出孔が上向くというブロックの反転使用に伴う特異性が
払拭されて、１の水抜ブロックで二方向に兼用することができる。即ち、１の水抜孔によ
り斜降方向が異なる二種の水抜パイプに対応可能となってその多様性が向上する。
【図面の簡単な説明

図 】本発明の 実施形態に係る水抜孔の構造を示し、（イ）は水抜孔の正面図、（ロ
）は同背面図、（ハ）は（イ）におけるＪ－Ｊ断面図、（ニ）は水抜パイプを嵌挿した状
態の縦断面図、（ホ）は当該水拔孔の変形例を示す縦断面図。
【図 】本発明の一実施形 係る水抜孔の構造を具備した大型ブロックを示し、（イ）
は組積状態を示す一部正面図、（ロ）は（イ）における 断面図、（ハ）は（ロ）に
おける 部拡大図、（ニ）は（イ）における 断面図、（ホ）は（ニ）における 部
拡大図

符号の説明】
１、１′、１１、１１′…水抜孔、２、２ａ、２ｂ、２ｃ…周壁面 、４′…ブロック
、４ａ…面板、４ｂ…控体、４ｃ…合端面 …表面、７‥裏面、ａ、 １ 屈折部
…水抜パイプ
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に貫設されてもよいし、又、 壁又

上記図１（ホ）や図２（ハ）
ないし、

る水

。
【 ０７
【発明の効果】
本

】
【 １ 一

２ 態に
Ｇ－Ｇ

Ｉ Ｆ－Ｆ Ｈ
。

【
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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